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申込内容照会・修正の方法

１ 申込内容照会
申請手続きの状況や申請内容を確認できます。内容の修正もこちらから行います。

① 「ログイン」をしてください。

② 「申込内容照会」をクリックしてください。

③ 該当する申請データの「詳細」をクリックしてください。

④ 申込内容照会の画面に切り替わります。

①

修正等を行った場合、こちらをクリックすると修正前の

データを確認することができます。

現在の処理状況が表示されます。（次頁処理

状況一覧参照）
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＜処理状況一覧＞

（画面下部）

※ 修正等もこちらの画面から行います。方法は次ページに記載しておりますので、参照し

てください。

表 示 手 続 の 状 況

処理待ち

申請データの入力は完了していますが、書類が用度課に届いていない（又

は処理前の）状態です。まだ送付していない場合は至急お送りください。

なお、書類送付後は、こちらから連絡がない限り、内容の修正や申請の

取り下げは行わないでください。

処理中（仮受付）

申請書類受領済みです。申請データ、書類の内容の確認を行っています。

こちらから連絡がない限り、内容の修正や申請の取り下げは行わないで

ください。

返却中

修正依頼中です。

こちらから連絡のあったとおり、データの修正を行ってください。修正

後は、再度帳票を出力し用度課まで提出してください。（次ページ参照）

完了

内容に不備がないことを確認し、申請を受理しました。

資格認定後、はがきの結果通知書を送付します。

※申請受理から約１ヶ月後

不受理

申請に不備があり、修正を依頼してから相当期間が経過したため、申請

を不受理とします。資格の取得が必要な方は再度申請を行ってください。

（別紙「申請が不受理となった場合」参照）

取下げ
申請を取下げた場合に表示されます。ただし、申請の取下げは原則行わ

ないでください。万が一取下げたい場合は用度課まで御連絡ください。

データ入力完了時に、帳票を印刷する

のを忘れた場合は、こちらから印刷し

てください。

取下げは行わないでください。
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２ 申請内容の修正
申請内容に不備がある場合は電話にて御連絡します。以下の手順に従って、データの修正と

書類の再提出をお願いします。

なお、書類送付後は、こちらから連絡がない限り、修正を行わないでください。万が一、修

正の必要が生じた場合には、御連絡ください。

① 「ログイン」をして、「申込内容照会」をクリックしてください。（前ページ参照）

② 修正をするデータの「詳細」をクリックしてください。（前ページ参照）

③ 申込内容照会の画面に切り替わりますので、処理状況が「処理待ち」又は「返却中」とな

っていることを確認してください。書類送付前に修正を行う場合は「処理待ち」と表示され

ます。

④ 画面下部の「修正する」をクリックしてください。

⑤ 「申込変更」画面に切り替わります。該当箇所を修正してください。
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⑥ 画面下部の「確認へ進む」をクリックしてください。

⑦ 内容を確認し、問題なければ「修正する」をクリックしてください。

（画面下部）

⑧ データの修正は完了です。「詳細へ戻る」をクリックしてください。
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⑨ 申請内容の確認画面に戻ります。修正した部分は青字で表示されますので御確認ください。

（例）

⑩ 画面下部の「ＰＤＦファイルを出力する」をクリックし、帳票を再度印刷してください。

⑪ 修正の結果、内容が変更となっている書類のみ再度提出してください。（再提出が必要な書

類については、不備連絡時に御案内します。）

⑫ 書類・データ共に不備のないことが確認できましたら、申請を受理します。

（不備があった場合は再度連絡しますので、御対応ください。）

＜修正事項が軽微な場合＞

修正事項が軽微な場合は、県の職権で修正をすることがあります。「申込内容照会」から修正

内容を確認することができます。

県が職権で修正をした場合は、処理履歴に

「２０＊＊年＊月＊日＊時＊分 修正（担当者修正）」

と表示されます。

この画面は、「修正（担当者訂正）」が最新の場合です。

過去の場合は、該当の日付・時間をクリックして確認してください。

修正した部分は青字で表示されます

ので、御確認ください。


